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はすが丘自治会・会則  

 

 

第１章 総則 

第１条（名称及び構成） 

この会は、はすが丘自治会（以下会と称する）と称

し、会員は広島市安佐北区口田二丁目及び三丁目は

すが丘団地に在住の各世帯構成員ならびに事業体を

もって構成する。 

 

第２条（事務所の所在地） 

会の事務所は、広島市安佐北区口田３丁目５２番７

号「はすが丘自治会館」内におく。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条（会の目的） 

会は、会員相互の親睦ならびに会員の福祉の推進を

図り、健康で平和、明るく住みよい街づくりに努め

ることを目的とする。 

 

第４条（会の事業） 

  会は、前条の目的を達成するために次の事業を行

う。 

１．会員相互の親睦に関する事項 

２．福利厚生に関する事項 

３．環境の整備、保健衛生に関する事項 

４．防災、防犯に関する事項 

５．はすが丘自治会館の運営に関する事項 

６．その他目的達成のために必要な事項 

 

第３章 権利と義務 

第５条（会員の権利） 

会員は次の権利を持つ。 

１. いかなる場合においても、会則のもとに差別さ

れることはない。 

２．会の運営を聞き、意見を述べること。 

 

第６条（会員の義務） 

会員は、所定の会費を納めなければならない。 

 

第４章 機構及び会議 

第７条（機構） 

会にはブロックごとに組を置き、必要に応じて組を

統合した区を置く。 

 

第８条（会議） 

会を運営するために、総会、組長会、役員会を置

く。 

第９条（会議の成立） 

会議の成立は、委任を含めて過半数の出席により成

立する。但し、役員会についての委任行為はできな

い。 

第１０条（議決） 

議決は、出席者の過半数により成立し、可否同数の

場合は、議長が決する。 

 

第１節  総会 

第１１条（定期総会） 

定期総会は、会の最高決議機関であって、役員およ

び新・旧組長で構成し、毎年 4月に会長が召集す

る。なお、総会の告示は、日時、議案内容を明示の

上、少なくとも開催日の 10日前までに行う。 

 

第１２条（臨時総会） 

臨時総会は、役員および組長で構成し、役員会が必

要と認めたとき行う。 

 

第１３条（総会の議長） 

総会の議長は総会構成員のなかから選出する。 

 

第１４条（総会の専決事項） 

次の事項は、総会で決めなければならない。 

１．新年度事業計画、及び前年度事業報告に関する

事項 

２．予算の決定と決算の承認に関する事項 

３．役員の改選に関する事項 

４．会則の制定と改廃に関する事項 

５．その他役員会が必要と認めた事項 

 

第 2節  組長会 

第１５条（組長会の設置と構成） 

会の民主的な運営と事業の促進を図るため組長会

を設ける。 

２ 組長会は、組長と役員で構成し、必要に応じ会

長が召集する。 

 

第１６条（組長会の議長） 

組長会の議長は、その都度組長の中から選出する。 
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第１７条（付議事項） 

 次の事項は組長会で決めなければならない。 

１．各事業の具体的な推進に関する事項 

２．会則制定と改廃、解釈適用に関する事項（その

場合は、次期総会で承認を求めることとする） 

３．役員、組長の補充に関する事項 

４．その他役員会が必要と認めた事項 

 

第１８条（組長の選出基準） 

組長は各ブロックに 1名とし、欠員が出た場合は補

充する。 

 

第１９条（組長の任務） 

組長は組居住者を代表して組長会に出席し、役員会

と組会員の連絡、ならびに組内の世話に当る。 

 

第２０条（組長の任期） 

組長の任期は定期総会から翌年の定期総会までの 1

年とする。但し、再任は妨げない。 

２ 任期途中で欠員が生じたときは、補充する。但

しその任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３節 役員会 

第２１条（役員会の任務） 

役員会は次に掲げる事項を処理して会の円滑な運営

を図る。 

(1) 総会に附議する事項 

(2) 総会及び組長会で決議された事項の、執行に関

する事項 

(3) その他、総会・組長会の決議を要しない会務

の、執行に関する事項 

 

第２２条（役員会の構成） 

役員会は会計監査を除く役員で構成する。但し、会

計監査は、必要により役員会に出席することができ

る。 

２ 睦会・女性会・子ども会育成会の各会長は、役

員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

第２３条（役員会の召集） 

役員会は次により会長が招集する。 

１．２ヶ月に１回以上 

２．その他会長が必要と認めたとき 

 

第２４条（役員会の議長） 

役員会の議長は会長が当る。 

 

第２５条（役員） 

１．会長 1名 

２．副会長   若干名 

３．区長      各区 1名 

４．事務局長     1名 

５．事務局次長若干名（内 1名は会計担当） 

６．会計監査      2名 

７．必要に応じて顧問・相談役を置くことができ

る。 

 

第２６条（役員の選出） 

役員は総会において選出する。 

２ 役員の選考委員会は、役員会がその任にあたる。

但し、区長を除き、次期役員候補者は選考委員にな

れない。 

 

第２７条（役員の任期） 

役員（顧問、相談役除く）の任期は 2年とする。

ただし、再任は妨げない。 

 

第２８条（役員の任務） 

１．会長は、会を代表して会務を統括する 

２．副会長は、会長を補佐し、会務を掌る。また、

会長事故あるときは会長を代行する。 

３．区長は区を代表し、会務を掌る 

４．事務局長は会長を補佐し、会長及び副会長に事

故あるときは、会長を代行する。また、会計と

会務を掌り、各部の調整を図る。 

５．事務局次長は、事務局長を補佐し、会務と会計

を分掌する。 

６．会計監査は、会計を監査し、総会にて報告す

る。 

 

第２９条（事務局会議の設置） 

会長・副会長・事務局長・事務局次長を構成員と

する、事務局会議を設置する。 

⒉ 事務局会議は、会務遂行にあたっての緊急課題

を処理するとともに、役員会に提案する議題等を検

討する会議で、これら取り組みについては、役員会

への報告及び承認をうるものとする。 
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第３０条（専門部） 

事業目的の達成と、業務の円滑化を図るため、役員

会に次の４つの専門部を置く。 

１ 社会福祉部 

２ 環境衛生部 

３ 文化体育部 

４ 防犯対策部  

 

第３１条（専門部の部長および部員） 

各専門部の部長は、原則として区長が、また部員は

組長が分掌する。 

 

第３２条（特別委員会） 

必要に応じて、役員会の承認を得て特別委員会を設

置できる。 

 

第３３条（関係団体との連携） 

 関係団体への参加・参画にあたっては、担当専門

部が役員会と連携し、その任にあたる。 

 

第３４条（欠員の補充） 

役員の欠員が出たときは、補充する。ただし、そ

の任期は残任期間とし、再選は妨げない。 

 

第 5章 会計 

第３５条（経費） 

会の経費は、会費、寄付金、その他によってまかな

う。 

但し、前納分の会費は会員資格喪失時返納できる。 

 

第３６条（会費） 

１ 会費は、各世帯及び事業体当り月額 300円とし、

組長が集めて区長を経由して会計担当役員 

に納入する。 

２ 会費は６ヶ月分又は１２ヶ月分をまとめて前納す

ることができる。 

３ 前納分の会費については、会員資格喪失時、残余

分の返還を求めることができる。 

 

第３７条（財政管理） 

会の財政管理及び収入と支出は役員会の責任で行

う。 

 

第３８条（会計年度） 

会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31

日までの 1ヵ年とする。 

 

第３９条（会計報告） 

役員会は、定期総会において前年度の会計報告を

行い、承認を求めなくてはならない。 

 

第４０条（会計監査） 

会計監査は、毎年 1回以上次のことを行い、総会

に報告する。 

1 会の財政が会計的に正確であるか否か。 

2 規約および会の決定に従っているか否か。 

 

第４１条（施行） 

この規約は昭和 53年 7月 1日より施行する。 

この規約は昭和 54年 7月 14日より改訂施行する。 

この規約は昭和 56年 4月 11日より改訂施行する。 

この規約は昭和 61年 4月 1日より改訂施行する。 

この規約は平成 5年 4月 1日より改訂施行する。 

この規約は平成 9年 4月 1日より改訂施行する。 

この規約は平成 11年 4月 1日より改訂施行する。 

この規約は平成 14年 4月 1日より改訂施行する。 

この規約は平成 16年 4月 1日より改訂施行する。 

この規約は平成 18年 4月 1日より改訂施行する。 

この規約は平成 20年 4月 23日より改訂施行する。 

この規約は平成 21年 4月 1日より改訂施行する。          

附則  削除 

この規約は平成 27年 4月 24日より改訂施行する。 

この規約は平成 30年 4月 21日より改訂施行する。 

 

 


